
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都板橋区財政運営指針 

基本構想で掲げる「未来をはぐくむ緑と文化のかがやくまち“板橋”」の将来像を実現するため、景気循環などに
よる財政環境の変動時においても、安定した財政運営を行う強固な財政基盤を構築する必要がある。 

 また、福祉施策など行政の継続性を堅持しつつ、公共施設の更新需要、まちづくりの推進などによる年度間の財
源の不均衡に対応していかなければならない。 

このため、将来の財政環境に留意した「財政運営指針」を定め、持続可能な区政経営を推進していく。 
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全般的な考え方 
 

 

 

 

 

 

 

  

歳入の考え方 

● 国・都支出金等の活用 

国・都支出金等の特定財源の 

確実な活用 

● 収入確保計画 

自主財源確保のため、徴収対策を 

具体化した目標値を設定し、 

行動計画として取り組む 

 

 

 

財政マネジメントの考え方 

● 新公会計制度の活用による 

財政マネジメントの強化 

事業別・施設別のコスト分析や職員の

コスト意識の醸成、客観的な財政マネ

ジメントの強化による事務改善 

● 財務情報の積極的な公表 

区民の理解・財政運営の透明性の向上

→説明責任達成 

 

 

新規事業の考え方 

● 新規事業と後年度負担 

事業の必要性、財源確保及び

後年度負担等、全体の一般財

源額を推計の上、採否を決定 

● スクラップ＆ビルド 

類似・重複事業の整理統合等、 

スクラップ＆ビルドの徹底 

 

基金積立の考え方 

● 財政調整基金 

過去の一般財源不足額や将来的な財政需要を踏まえた 

積立及び大幅な減収時は他の基金に優先して積立 

● 義務教育施設整備基金・公共施設等整備基金・住宅基金 

義務教育施設及び公共施設等の改築・長寿命化改修に 

要する事業費の推計、普通建設事業費の実績額等を 

総合的に勘案した積立 

● 減債基金 

起債の満期一括償還等に対応した積立 

● 東武東上線連続立体化事業基金 

・連続立体化事業等の全体事業費・進捗状況にあわせた積立 

・特別区交付金において算定される都市計画交付金に 

係る地方債収入相当額の原則積立 

● その他の特定目的基金 

各基金条例の設置目的に基づき、必要に応じた積立 

     

 

 

予算執行時の考え方 

● 効率性と効果の追求 

事業執行時において効率性を追求し 

最少の経費で最大の効果を達成 

● 契約方法の考え方 

・一般競争入札が基本 

・プロポーザル方式は参加事業者の 

具体的提案から得られる効果を 

立証し契約 

 

 

起債活用の考え方 

● 起債の活用 

・公共施設の改築やまちづくり事業等に起

債を活用→世代間の負担の公平 

・起債活用上限額→起債対象事業・公債費の  

将来負担から起債活用方針により決定  

・財源に余裕がある場合→起債の活用を抑

制 

● 公債費の負担 

次世代の負担を考慮した適切な 

起債活用→財政硬直化を回避 

 

区民サービスの 
安定的な提供 

 
長期にわたる 
健全な財政運営 

 

１|収支均衡を基本とする財政運営 

特別区税や特別区交付金などの一般財源の活用を基本とした予算編成  

２|歳計剰余金及び３月補正予算の余剰財源の原則的取扱い 

9月補正時→歳計剰余金は必要な財源を除き、財政調整基金への積立を原則とする（地方財政法第 4条の 3第 1項） 

3月補正時→余剰財源は、財政調整基金を含め、他の基金にも計画的に積み立てる  

３|景気後退期における基金活用 

特別区税や特別区交付金などの一般財源の減収→財政調整基金を活用した予算編成 

 

↓ 

各基金への積立必要額は 

基金活用方針で定める 

 


